
新都市計画区域

三川、上広瀬、村山、金桶
名張、広瀬町、三日町、木曽垣内

牧ヶ洞、三日町

坊方、山口、町方、新張

国府地域の一部

清見地域の一部

丹生川地域の一部

高山地域
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建
築
制
限
が
適
用
さ
れ
ま
す

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

都
市
計
画
区
域
は
、建
物
用
途

の
制
限
な
ど
が
適
用
さ
れ
る「
用

途
地
域
」と
、そ
の
制
限
が
緩
や
か

な「
用
途
地
域
の
指
定
の
無
い
地

域（
白
地
地
域
）」と
に
区
分
さ
れ

ま
す
。

今
回
新
た
に
都
市
計
画
区
域
と

な
っ
た
拡
大
地
域
は
全
て
白
地
地

域
で
す
。建
築
工
事
に
着
手
す
る

際
は
、容
積
率
、建
ぺ
い
率
、接
道
、

道
路
斜
線
制
限
、日
影
規
制
な
ど

の
建
築
制
限
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す（
下
図
参
照
）。

　
都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序
あ
る
土
地
利
用
を
図
る
た
め
、今
ま
で
高
山
地
域（
旧

高
山
市
全
域
）が
指
定
さ
れ
て
い
た
都
市
計
画
区
域
に
つ
い
て
、平
成
24
年
３
月
27
日

よ
り
新
た
に
、丹
生
川
地
域
、清
見
地
域
、国
府
地
域
の
一
部
が
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、人
口
や
機
能
が
集
積
し
、交
通
利
便
性
の
向
上
に
よ
る
環
境
変
化
が
予
測

さ
れ
る
た
め
で
、区
域
指
定
に
よ
り
、良
好
な
住
環
境
を
保
持
・
形
成
す
る
た
め
、建
築

制
限
な
ど
の
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

拡
大
区
域
に
は
建
築
制
限
が
適
用

新
た
に
都
市
計
画
区
域
が

指
定
さ
れ
ま
し
た

都
市
整
備
課
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〈建ぺい率〉

延べ床面積
Ｃ

延べ床面積の敷地面積に対する割合
C÷A

建築面積の敷地面積に対する割合
B÷A

〈道路斜線制限〉 〈接道要件〉
建築物の敷地が
２m以上道路に接すること1.0
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建築制限の概要

〈容積率〉

敷地面積A 敷地面積A
建築面積B

新たに都市計画区域に指定された丹生川地域
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